
令和８年 1 月吉日 

各正会員 

 事務局責任者 様 

 

公益社団法人 全国産業資源循環連合会 

専務理事 宝石 泰弘 

 

 

日新火災海上保険株式会社との提携による 

新たな福利厚生制度（集団扱制度）の導入についてのご案内 
 

拝啓 当連合会の運営につきまして、日頃から格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

今般、当連合会では日新火災海上保険株式会社（以下「日新火災」という。）と提携して、連合会正会員

の会員事業者の皆様向けに新たな福利厚生制度を導入いたしましたのでご案内いたします。 

 

会員事業者の皆様におかれましては、労働者災害補償保険法に基づく労働者災害補償保険（政府労災

保険）や、民間の損害保険会社が提供する任意労災保険（労災上乗せ保険）への加入により、従業員様の

業務上の負傷や疾病に備えておられることと存じます。 

中でも労災上乗せ保険は、政府労災保険で補償される範囲を超えて事業者様が損害賠償責任を負う場

合に、その超過部分を補償する重要な役割を果たします。 

一方で、その名の通り政府労災保険の上乗せであることから、充実した補償に対する対価としてコスト（保

険料負担）が膨らみます。 

 

当連合会では、こうした従業員の業務上の負傷・疾病に備えて、事業者様が負担するコストの軽減に貢献

するため、一般の保険契約よりも割安な保険料で労災上乗せ保険に加入できる制度（集団扱制度）を導入

いたしました。 

 本制度では、保険料の払込方法を一時払（一括払）としていただくことで 5％の割引が適用され、さらに会

員事業者様のリスク実態に応じて割引を上乗せして適用できる仕組みとなっております。 

また、本制度は会員事業者の皆様が自社の福利厚生を充実させるために活用することもできます。 

具体的には、会員事業者の役員・従業員の皆様の損害保険契約についても制度の対象としています。し

たがって、従業員のご自宅の火災保険やマイカーの自動車保険、日常生活におけるケガを補償する傷害

保険など、各種損害保険にお得な保険料で加入することができる自社の福利厚生制度としてご案内いただ

くことが可能です。 

 

なお、集団扱制度は、連合会正会員の会員事業者のみが利用できる制度となっておりますので、新規会

員募集のツールとしてもご活用いただけます。 

正会員の皆様と会員事業者の皆様の更なる発展と事業安定のため、ぜひ積極的にお声がけいただきま

すようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

【制度概要】 

制度の対象者 

（保険契約者） 

① 連合会正会員／正会員の役員・従業員 

② 連合会正会員の会員事業者／会員事業者の役員・従業員 

保険種目 ① 事業者向け：自動車保険／業務災害総合保険 

② 個人向け：自動車保険／火災保険／傷害保険 

割引  事業者・個人共通：保険料の払込方法が一時払の場合は 5%の割引を適用 

 事業者向け：リスク実態に応じた割引を適用 



補足  本制度を会員事業者に普及させるにあたり、連合会正会員のご協力を賜りたく

存じます。 

 具体的なご依頼につきましては、日新火災の営業担当者が事務局訪問時に

ご案内をさせていただきます。 

 また、その際に会員事業者の名簿の提出をお願いする場合はございますの

で、ご協力いただければ幸いです。 

 なお、お預かりした名簿は、本制度のご案内の目的にのみ使用し、厳重かつ

適切に管理いたしますのでご安心ください。 

 

【注意事項】 

認可上の制約  集団扱制度は認可上、同一業種※の集団のみが対象となります。 

 連合会の制度では、廃棄物処理業者のみで構成された（または、定款や規約

で定める会員種別等で産業廃棄物処理業者のみが区別されている）集団（＝

連合会正会員）を対象としています。 

（※）「日本標準産業分類」の中分類によるもの 

制度の対象となる

連合会正会員 

制度の対象となる連合会正会員につきましては、日新火災までお問い合わせくださ

い。 

補足  各連合会正会員が、産業廃棄物処理業者のみで構成された（または、定款や

規約で定める会員種別等で産業廃棄物処理業者のみが区別されている）集

団であるか否かの判定は、ホームページ上の定款をもとに実施しています。 

 ホームページ上で定款が確認できなかった連合会正会員につきましては、日

新火災の営業担当者が訪問した際に定款を確認させていただきたく、ご協力

の程よろしくお願いいたします。 

 

【お問合せ先】 

会社名 日新火災海上保険株式会社 

担当店 マーケット開発部・戦略マーケットグループ 

住所 東京都墨田区太平４丁目１番３号 オリナスタワー１６階 

電話番号 03-5282-5616 

ファックス 03-5282-5752 

メールアドレス tem.makai_dantai@nisshinfire.co.jp 

 

以上 


